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・保育所の認可拒否には

都道府県の裁量性が認

められている（既存事業

者の分布状況の勘案等）

・指定事業者の指定拒否

事由は法定されている

（指定拒否事由の概要）

申請者が

・法人格が無い

・基準に適合しない

・刑罰や不正行為が

認められる

場合に指定拒否事由に

該当。

※ なお、居住系サービス

と一部通所サービスについ

ては、都道府県又は市町

村が事業計画において定

める必要量を超える場合

の指定拒否が可能。

・指定事業者の指定拒否

事由は法定されている

（指定拒否事由の概要）

申請者が

・法人格が無い

・基準に適合しない

・刑罰や不正行為等が

認められる

場合に指定拒否事由に

該当。

※ なお、居住系サービス

については、都道府県又

は市町村が事業計画にお

いて定める必要量を超え

る場合の指定拒否が可能。

・保険医療機関の指定拒

否事由は法定されている

（指定拒否事由の概要）

・ 当該医療機関に、指定

取消など不正が認められ

る

・ 開設者又は管理者の

刑罰や不正行為が認めら

れる

場合に指定拒否事由に

該当。

※ なお、病床数(入院

ベッド数）については、都道

府県が医療計画において

定める基準量を超えるもの

として勧告を受けた場合は、

保険医療機関の指定の拒

否が可能。

(7)事業者参

入

保 育障 害介 護医療（療養の給付）
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･情報開示に関する制
度は特になし

･第三者評価の受審は
努力義務

･情報開示に関する制度
は特になし

･第三者評価の受審は努
力義務

･指定事業者に都道府県
に対する一定の事項(従
業者の数、経験年数等)
の報告が求められてお
り、都道府県が一括し
て公表

･一部サービス（グルー
プホーム等）について
は第三者評価の受審を
義務付け

･医療機関に都道府県に
対する一定の事項(医療

従事者の数、治療結果
情報等)の報告が求めら

れており、都道府県が
一括して公表

･第三者評価の受審は任
意（上記の情報開示に
係る報告事項の対象）

(8)情報開

示・第三者
評価

保 育障 害介 護医療（療養の給付）
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現行の保育所の認可の仕組み

（現行の保育所の認可の仕組み）

○ 現行制度では、

・ 市町村が認可保育所を設置しようとする場合は、都道府県知事への届出

・ 市町村以外の者が認可保育所を設置しょうとする場合は、都道府県知事による認可

を経ることとされている。

○ 都道府県知事は、市町村以外の者から認可の申請があった場合、都道府県及び市町村による保育需要に

関する現状分析と将来推計を踏まえ、申請への対応を検討すること（「保育所の設置認可等について」平成十二年児発第二

九五号通知）とされており、認可の可否に関する裁量が比較的広く認められている。

○ なお、主体制限については、平成12年に撤廃されており、株式会社やＮＰＯ法人の参入も可能。

ただし、施設整備補助は対象外とされている。

（認可の効果）
○ 現行制度では、市町村に認可保育所における保育の実施義務を課した上で、認可保育所における保育の

実施に要する費用を市町村が支弁するものとされている。
（※ 市町村が支弁した保育所運営費の負担割合は、

・ 公立保育所は市町村10/10、
・ 私立保育所は国1/2、都道府県1/4、市町村1/4。 ）

○ 認可保育所となることの主たる効果は、この市町村による保育所運営費の支弁にある。

○ また、認可保育所には、児童福祉施設最低基準の遵守が求められている。【→資料４ P24】
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（保育の「実施義務の例外」との関係）

○ 一方で、現行制度における市町村の保育の実施義務には、地域の保育所全体を通じて受入能力がない場合

を含め、「付近に保育所がない等やむを得ない事由があるとき」は、認可外保育施設のあっせんを含む「その他

適切な保護」で足りるものとされていることもあり（→※第12回（9/30）の課題）、待機児童がいる市町村の場合で

必要な基準を満たしている場合であっても、認可されないことがあり得る。

（参考）
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現行の保育所に対する施設整備費補助の仕組み

（現行の保育所に対する施設整備費補助の仕組み）

○ 市町村が策定する整備計画に基づいて、以下の設置主体が保育所の施設整備（新設・修繕・増築等）を行う

場合に、定員規模、地域等に応じて、補助を行うもの。

《対象法人》

社会福祉法人、学校法人（幼保連携型認定こども園の保育所部分）、日本赤十字社、公益法人

（※株式会社、ＮＰＯ法人は対象外。なお、公立保育所の施設整備については平成18年度に一般財源化。）

《国庫補助単価》 定員90名の新設の場合 １施設当たり6千万円（事業費ベース１億2千万円）※加算により異なる

《費用負担》 定額国１／２相当、市町村１／４相当、設置者１／４相当
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現行の保育所運営費の仕組み

（現行の保育所運営費の仕組み）

○ 現行制度においては、

(1) 「基本分保育単価」が①地域、②定員規模、③入所児童の年齢に応じて定められ、さらに

(2) 「民間施設給与等改善費加算」が職員１人当たりの平均勤続年数に応じて行われる仕組みとなっている。

※ 「民間施設給与等改善費加算」については、余剰がなく給与改善等に支障を来すおそれのある民間施設における公私間

の給与格差是正を目的にしているため、配当支出が行われている保育所については対象とならない。

※ なお、保育単価は、あくまで国庫負担の基準として設けられており、都道府県・市町村による上乗せは可能。

【16/100地域（東京23区）の保育単価の例】

【民間施設給与等改善費加算率の前提となる職員１人当たりの平均勤続年数】
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現行の保育所運営費の使途範囲

○ 現行制度においては、市町村から支弁された保育所運営費については、原則として、人件費・管理費・事業費
に充てることとされており、以下の要件を満たした場合に、以下の範囲の費用に限り充当が認められている。
（「保育所運営費の経理等について」（平成12年児発第299号厚生省児童家庭局長通知））

最低基準の遵守など適正な運営に関する一定の基準を満たす場合

(1) 人件費・管理費・事業費の各区分に関わらず、当該保育所のそれぞれの費用に充当可。
(2) 次年度以降の当該保育所の経費に充てるための①人件費積立預金、②修繕積立預金、③備品等購入

積立預金に充当可。

さらに、延長保育、一時預かり、低年齢児の積極的受入れ等の一定の事業を行う場合

○ 民間施設給与等改善費の加算額に相当する額の範囲内で、同一設置者が設置する保育所の
(1)施設設備の整備、修繕等に要する経費、(2)保育所の土地建物の賃借料、(3)これらのための
借入金の償還等のための支出に充当可。

さらに、第三者評価の受審・結果の公表等の一定の質向上に関する要件を満たす場合

○ 民間施設給与等改善費の加算額に相当する額の範囲内で、同一設置者が運営する
他の社会福祉施設等に係る施設設備の整備、修繕等に要する経費、土地・建物の
賃借料、及びこれらのための借入金の償還等のための支出、租税公課

○ 運営費の３か月分の範囲内で、同一設置者が設置する
(1) 保育所に係る施設設備の整備、修繕等に要する経費、土地・建物の賃借料、及びこれ

らのための借入金の償還等のための支出、租税公課
(2) 他の子育て支援事業（一時預かり等）の施設設備の整備・修繕等に要する経費、及び

これらのための借入金の償還等のための支出

※当該保育所を設置する法人本部の運営経費へ充当するためには、さらに、前期末支払資金残高の取り崩しについて、市町村

（社会福祉法人の場合は理事会）の承認を得て、運営に支障が生じない範囲内において行う必要がある。
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現行の保育サービスの必要性の判断基準

（「保育に欠ける」判断の仕組み①－政令による基準）

○ 市町村が、保育の実施義務を負う対象である「保育に欠ける」児童であるか否かの判断については、「政令
で定める基準」に従い、「条例で定める事由」によることとされている。

○ 「政令で定める基準」としては、
以下のいずれかに該当
＋
保護者と同居親族等が児童の保育ができない場合とされている。

《保護者の置かれている状況に関する要件》
① 昼間労働することを常態
② 同居親族の介護

《保護者の心身の状況に関する要件》
③ 妊娠中又は出産直後
④ 疾病、負傷、又は心身の障害

《その他》
⑤ 災害復旧時
⑥ その他（「前各号に類する状態」）

◎ 児童福祉法施行令（昭和２２年法律第１６４号）
第二十七条 法第二十四条第一項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育するこ

とができないと認められる場合であつて、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
一 昼間労働することを常態としていること。
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四 同居の親族を常時介護していること。
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
六 前各号に類する状態にあること。
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（「保育に欠ける」判断の仕組み②－条例による基準）

○ 各市町村においては、「政令で定める基準」に従い、「条例で定める」事由により、「保育に欠ける」児童である
か否かを判断するが、政令とほぼ同内容の条例準則のほか、以下の事項について、個別に通知で解釈を提示
している。

① 求職中でも入所申込みが可能【平成12年通知】
② 下の子の育児休業取得に際しての上の子の取扱いについては、次年度に小学校入学であるなど

「入所児童の環境の変化に留意する必要がある場合」、「発達上環境の変化が好ましくない場合」は、
継続入所で差し支えない。【平成14年通知】

③ 母子家庭及び父子家庭については、優先的に取扱うこと。【平成15年通知】※「母子及び寡婦福祉法」で規定
④ 虐待防止の観点から、保育の実施が必要な児童については、優先的に取扱うこと。【平成16年通知】※「児童
虐待の防止に関する法律」で規定

○ 実際の判断基準となる各市町村の条例を見ると、おおむね以下の傾向が見られる。

《都市部（待機児童の多い市町村）》
・ 相対的に詳細かつ厳格な内容。
・ ①政令各号で明記する事由（就労／妊娠・出産／（養育者の）疾病・障害／同居親族介護）により
基本的な優先度を決定し、②同優先ランク内の調整指数として、その他の事由（母子家庭、虐待等）を
用いる構造となっているところが多い。

《その他（待機児童の少ない市町村）》
・ 相対的に大括りで幅広く認めることが可能な内容
・ 政令各号で明記されていない事由（母子家庭、虐待等）については、条例においても明記されていない

ところが多い。
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入所基準（条例）の実例①（神奈川県横浜市）
《人口３６５万人（平成２０年９月１日現在）、待機児童７０７人（平成２０年４月１日現在）》
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○山口市保育の実施に関する条例

(平成17年条例第95号)

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律

第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施基準)

第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれ

もが次の各号のいずれかに該当することによ

り、当該児童を保育することができないと認め

られる場合であって、かつ、同居の親族その他

の者が当該児童を保育することができないと

認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態として

いること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の

家事以外の労働をすることを常態としている

こと。

(3) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神

若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある、又は精

神若しくは身体に障害を有する同居の家

族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復

旧に当たっていること。

(7) 市長が認める前各号に類する状態にあ

ること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、申込手

続その他保育の実施に関し必要な事項は、

規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

（資料）山口市例規集より抜粋

入所基準（条例）の実例②（山口県山口市）
《人口１９．１万人（平成２０年９月１日現在）》
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入所基準（条例）の実例③（福井県小浜市）
《人口３．２万人（平成２０年８月１日現在）》
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保育の質を支える仕組み保育の質を支える仕組み

保育環境保育環境

職員職員

保育内容保育内容

○○ 児童福祉施設最低基準児童福祉施設最低基準
（職員配置、施設設備等）（職員配置、施設設備等）

○○ 保育士資格保育士資格
（指定保育士養成施設（２年以上）の卒業又は国家試験合格）（指定保育士養成施設（２年以上）の卒業又は国家試験合格）

○○ 保育士の研修保育士の研修

監査、評価監査、評価
○○ 都道府県による監査都道府県による監査

○○ 第三者評価（保育内容・方法、保育所の運営管理等）第三者評価（保育内容・方法、保育所の運営管理等）

○○ 保育所保育指針（ガイドライン）保育所保育指針（ガイドライン）
（保育の目標、ねらい・内容、保育計画、健康・安全等）（保育の目標、ねらい・内容、保育計画、健康・安全等）
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○ 「新待機児童ゼロ作戦」において、「国及び地方公共団体において、保育所における質の向上のためのアクションプログラムを策定し、質の向上のための
保育所の取組を支援する」こととされた。

○ これを受けて、今般、国として、保育の質の向上に資する保育所における各種の取組を支援する観点から、国が取り組む施策及び地方公共団体が
取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプログラムを策定し、推進しているところ。

○ 保育所の最低基準における面積基準については、「制定以来ほとんど改正されておらず、中には明確な科学的な根拠がないままに長年適用されてしまっ
ているものも少なくない」との指摘を受けているところ。

○ そこで、機能面に着目した保育所の空間・環境に係る科学的・実証的な検証を平成２０年度に行うこととし、この結果を受けて、保育所の施設設備に関する
最低基準を見直すこととしている。

１ 保育士の再就職支援事業（来年度予算概算要求事項）

(1) 保育士の需給状況等に関する調査研究

今後の保育士の需給状況に関する調査研究を行うとともに、保育士資格を取得していながら就労していない保育士に対して、今後の就労意欲等の調査、
再就職に際する問題点等を分析する。

(2) 保育士の再就職支援研修等

大都市圏（東京・愛知・大阪）に設置する「福祉人材ハローワーク（仮称）」において、福祉人材確保対策の一環として、保育士資格保有者である求職者の
再就職支援のために、きめ細やかな職業相談・職業紹介、再就職支援研修をモデル事業として行う。

２ 幼稚園教諭免許所得者の保育士資格取得の推進

幼稚園教諭免許取得者が保育士資格を取得するには、指定保育士養成施設を卒業するか、保育士試験に合格することが必要であったが、これに加えて、
保育士資格を取得するために足りない単位を別途取得できるようにすることを検討する。

２２ 「「保育所における質の向上のためのアクションプログラム保育所における質の向上のためのアクションプログラム」（平成」（平成2020年年33月月2828日公表）の推進日公表）の推進

３３ 保育所の施設設備に関する最低基準の見直し保育所の施設設備に関する最低基準の見直し

４４ 保育士の確保方策の推進保育士の確保方策の推進

保育の質の向上のための取組について保育の質の向上のための取組について

○ 子どもの育ちをめぐる環境が大きく変化する中で、保育所に期待される役割が深化・拡大していることを踏まえ、子どもの保育や保護者への支援等を通じて
適切にその役割や機能を発揮できるよう、保育の内容の質を高める観点から、保育所保育指針の改定を行い、これを推進する。

１１ 保育所保育所保育指針の改定（平成保育指針の改定（平成2121年年44月月11日施行）日施行）
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［主な内容］
＜職員配置基準＞

・ 保育士

０歳児 ３人に保育士１人（３：１） １・２歳児 ６：１
３歳児 ２０：１ ４歳以上児 ３０：１

※ただし、保育士は最低２名以上配置

・ 保育士の他、嘱託医及び調理員は必置 ※ 調理業務を全て委託する場合は、調理員を置かなくても可

＜設備の基準＞
・ ０、１歳児を入所させる保育所 ： 乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所

→ 乳児室の面積 ： 1.65㎡以上／人 ほふく室の面積 ： 3.3㎡以上／人

・ ２歳以上児を入所させる保育所 ： 保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室及び便所

※屋外遊戯場については公園等の付近の代替施設でも可

→ 保育室又は遊戯室の面積 ： 1.98㎡以上／人 屋外遊戯場の面積：3.3㎡以上／人

○ 保育所は、乳幼児が1日の生活時間の大半を過ごすところであり、その保育
サービスの質を確保する観点から、 国として児童福祉施設最低基準を定めている。

児童福祉施設最低基準
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各 国 の 保 育 制 度 （ 職 員 配 置 、 施 設 設 備 の 基 準 ）

国 名 職 員 配 置 施 設 ・ 設 備

０ 歳 児 ３ ： １ ○ ２ 歳 児 未 満

１ ・ ２ 歳 児 ６ ： １ 乳 児 室 （ １ 人 １ ． ６ ５ ㎡ ）日 本

３ 歳 児 ２ ０ ： １ ほ ふ く 室 （ １ 人 ３ ． ３ ㎡ ）

４ ・ ５ 歳 児 ３ ０ ： １ 医 務 室 、 調 理 室 、 便 所

○ ２ 歳 以 上 児

保 育 者 は 有 資 格 者 の み ほ ふ く 室 又 は 遊 戯 室 （ １ 人 １ ． ９

８ ㎡ ）

屋 外 遊 戯 室 （ １ 人 ３ ． ３ ㎡ 、）

調 理 室 、 便 所 、 保 育 用 具

○ 各 州 ま ち ま ち ○ 各 州 ま ち ま ちア メ リ カ

○ 所 長 及 び 保 育 職 員 の 半 数 以 上 はフ ラ ン ス

乳 幼 児 専 門 の 資 格 者 （ 集 団 保

育 所 ）

○ 公 立 保 育 所 ○ 児 童 一 人 当 た り の 面 積

１ ： １ ～ ６ ： １ （ 年 齢 に よ る ） ０ ～ ２ 歳 未 満 児 ３ ． ５ ㎡イ ギ リ ス

○ 私 立 保 育 所 ２ 歳 児 ２ ． ５ ㎡

０ ～ ２ 歳 児 ３ ： １ ３ 歳 児 以 上 ２ ． ３ ㎡

２ ～ ３ 歳 児 ４ ： １

３ ～ ５ 歳 児 ８ ： １

保 育 職 員 の 半 数 以 上 は 有 資 格 者

○ プ レ ス ク ー ル ○ プ レ ス ク ー ル

通 常 、 １ ５ 名 ～ ２ ０ 名 の 年 齢 混 合 少 な く と も ４ 種 類 の 部 屋ス ウ ェ ー デ ン

の グ ル ー プ に ３ 名 の 保 育 者 （ 食 堂 兼 作 業 室 、 遊 戯 室 、 絵 画 木 工

（ う ち ２ 名 は 有 資 格 者 ） 室 、 小 遊 戯 室 ）

○ 全 日 保 育 ○ 全 日 保 育 、 半 日 保 育

（ 少 な く と も １ 名 が 有 資 格 者 ） 遊 び に 使 え な い 場 所 を 除 い た 空 間ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド

２ 歳 未 満 児 ５ ： １ １ 人 ２ ． ５ ㎡

２ 歳 以 上 児 （ ※ ） 屋 外 遊 戯 場 （ １ 人 ５ ㎡ ）

１ ～ ６ 名 に 保 育 者 １ 名

７ ～ ２ ０ 名 に 保 育 者 ２ 名

２ １ ～ ３ ０ 名 に 保 育 者 ３ 名

３ １ ～ ４ ０ 名 に 保 育 者 ４ 名

４ １ ～ ５ ０ 名 に 保 育 者 ５ 名

２ 歳 未 満 児 ・ 以 上 児 混 合

１ ～ ３ 名 に 保 育 者 １ 名

４ 名 以 上 の 場 合 は 、 ※ と 同 様


